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新
潟
県
私

立
学

校
等
が
知

事
に

提
出
す
る

書
類

の
様
式

等
を

定
め

る
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
を

こ
こ

に
公

布
す

る
。

 

令
和
８
年

３
月

2
7
日

 

新
潟
県
知

事
 

 
花
 

角
 

 
英

 
世

 

新
潟
県
規

則
第

７
号

 

新
潟
県
私

立
学

校
等
が
知

事
に

提
出
す
る

書
類

の
様

式
等

を
定

め
る

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

 

新
潟
県
私

立
学

校
等
が
知

事
に

提
出
す
る

書
類

の
様
式

等
を

定
め

る
規

則
（

昭
和

6
3
年

新
潟

県
規

則
第

７
号

）
の

一
部

を
次

の
表
の
よ
う

に
改

正
す
る
。

 

（
下
線
及

び
太

枠
部
分
は

改
正

部
分
）

 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
専
修
学

校
の

名
称
変
更

等
の

届
出
書
）

 

第
７
条

 
学
校

教
育
法
第
1
3
1
条
及
び
学

校
教

育
法
施

行
令

第
2
4
条

の
３

の
規

定
に

よ
り

、
知

事

に
届
け
出

よ
う

と
す
る
場

合
の

届
出
書
の

様
式

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

、

そ
れ
ぞ
れ

当
該

各
号
に
定

め
る

と
お
り
と

す
る

。
 

(
1
)
 
（
略

）
 

(
2
)
 
専
修

学
校

の
専
攻
科

の
設

置
又
は
廃

止
に

つ
い

て
の

届
出

 
別

記
第

2
6
号

様
式

 

(
3
)
 
専

修
学
校

の
分
校
の

設
置

又
は
廃
止

に
つ

い
て

の
届

出
 

別
記

第
2
6
号

様
式

の
２

 

(
4
)
 
（

略
）

 

(
5
)
 
（

略
）

 

 （
募
集
停

止
の

届
出
）

 

第
1
1
条

 
学
校

、
専
修
学

校
及

び
各
種
学

校
が

生
徒

等
（

学
校

の
生

徒
並

び
に

専
修

学
校

の
高

等
課

程
及

び
一

般
課

程
の

生
徒

並
び

に
専

門
課

程
の

学
生

並
び

に
各

種
学

校
の

生
徒

を
い

う
。
）
の
募

集
を

停
止
し
よ

う
と

す
る
と
き

は
、
別

記
第

3
0
号

様
式

に
よ

る
生

徒
等

募
集

停
止

届
出
書
に

よ
り

知
事
に
届

け
出

な
け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

（
専

修
学

校
の

名
称

変
更

等
の

届
出
書
）

 

第
７

条
 

学
校

教
育

法
第
1
3
1
条
及
び
学

校
教

育
法
施
行

令
第

2
4
条
の
３

の
規

定
に
よ
り
、
知

事

に
届

け
出

よ
う

と
す

る
場

合
の

届
出
書
の

様
式

は
、
次
の

各
号

に
掲
げ
る

事
項

に
つ
い
て

、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
定

め
る

と
お
り
と

す
る

。
 

(
1
)
 
（

略
）

 

 (
2
)
 
専

修
学

校
の

分
校

の
設
置

又
は
廃
止

に
つ

い
て
の
届

出
 

別
記
第
2
6
号
様

式
 

(
3
)
 
（

略
）

 

(
4
)
 
（

略
）

 

 （
募

集
停

止
の

届
出

）
 

第
1
1
条

 
学

校
、

専
修

学
校
及

び
各
種
学

校
が

生
徒
の
募

集
を

停
止
し
よ

う
と

す
る
と
き

は
、

別
記

第
3
0
号

様
式

に
よ

る
生
徒

募
集
停
止

届
出

書
に
よ
り

知
事

に
届
け
出

な
け

れ
ば
な
ら

な

い
。

 

第
1
1
号
様

式
（

第
３
条
関

係
）

 

専
修
学
校

設
置

認
可

申
請

書
 

（
略
）

 

添
付
書
類

 

１
～
５
 

（
略

）
 

６
 
学
級

編
制

表
 

（
略
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

生
徒

等

の
数

 

 
生

徒
等

の
数

 

 
生

徒
等

の
数

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

７
～
1
9
 

（
略

）
 

 

第
1
1
号

様
式
（

第
３

条
関

係
）

 

専
修
学
校

設
置

認
可
申
請

書
 

（
略

）
 

添
付

書
類

 

１
～

５
 

（
略

）
 

６
 
学

級
編

制
表

 

（
略

）
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
生
徒
数

 
 

生
徒
数

 
 

生
徒
数

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

７
～

1
9
 

（
略

）
 

 

第
1
7
号
様

式
（

第
４
条
関

係
）

 

学
校
（
専

修
学

校
・
各
種

学
校

）
設

置
計

画
書

 

第
1
7
号

様
式
（

第
４

条
関

係
）

 

学
校
（
専

修
学

校
・
各
種

学
校

）
設
置
計

画
書
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（
略
）

 

添
付
書
類

 

１
～
３
 

（
略

）
 

４
 
創
立

費
及

び
償
還
計

画
（

創
立
費
の

資
金

証
明

書
を

添
付

す
る

こ
と

｡
)
 

（
略
）

 

 
生
徒
等
（
園
児

）
納
付

金
 
 

 ５
 
児
童

、
生

徒
等
又
は

幼
児

の
数
の
確

保
の

見
込

み
を

記
載

し
た

書
類

 

６
～
1
2
 

（
略

）
 

 

（
略

）
 

添
付

書
類

 

１
～

３
 

（
略

）
 

４
 
創

立
費

及
び

償
還
計

画
（

創
立
費
の

資
金

証
明
書
を

添
付

す
る
こ
と
｡
)
 

（
略

）
 

 
生

徒
（

園
児

）
納

付
金
 
 

 ５
 
児

童
、

生
徒

又
は
幼

児
の

数
の
確
保

の
見

込
み
を
記

載
し

た
書
類

 

６
～

1
2
 

（
略

）
 

 

第
2
5
号
様

式
 

（
略
）

 

 第
2
6
号
様

式
（

第
７
条
関

係
）

 

専
修
学
校

専
攻

科
設
置
（

廃
止

）
届

出
書

 

年
 
月

 
日

 
 

新
潟
県
知

事
 

様
 

住
所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

専
修
学
校

の
専

攻
科
を
設

置
（

廃
止
）
し

た
い

の
で

、
学

校
教

育
法

第
1
3
1
条

の
規

定
に
よ
り

、
関

係
書
類
を

添
え

て
届
け
出

ま
す

。
 

専
攻

科
の

名
称

 
 

専
攻

科
の

分
野

 
 

修
業

年
限

 
 

添
付
書
類

 

１
 
設
置

の
場

合
 

(
1
)
 
設
置

の
理

由
及
び
設

置
年

月
日
を
記

載
し

た
書

類
 

(
2
)
 
設
置

要
項

の
変
更
に

関
す

る
調
書
（

別
記

第
３

号
様

式
の

添
付

書
類

２
と

同
一

の

も
の
）

 

(
3
)
 
学
則

 

ア
 
学
則

変
更

の
条
文

 

イ
 
学
則

の
新

旧
対
照
表

 

ウ
 
新
学

則
の

全
文

 

(
4
)
 
法
人

に
あ

つ
て
は
、

設
置

に
関
す
る

決
議

録
 

(
5
)
 
施
設

調
書

（
別
記
第

１
号

様
式
の
添

付
書

類
４

と
同

一
の

も
の

）
 

(
6
)
 
校
地

、
校

舎
等
の
登

記
事

項
証
明
書

（
借

用
の

場
合

は
、

貸
借

関
係

を
証

す
る

書

類
の
写
し

を
添

付
す
る
こ

と
。
）
 

(
7
)
 
飲
料

水
と

し
て
上
水

道
を

使
用
す
る

場
合

は
そ

の
こ

と
を

証
す

る
書

類
、

上
水

道

第
2
5
号

様
式

 
（

略
）
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以
外
を
使

用
す

る
場
合
は

定
性

分
析
表

 

(
8
)
 
学
校

の
位

置
を
示
す

図
面

 

(
9
)
 
校
地

、
校

舎
等
の
配

置
図

、
平
面
図

そ
の

他
建

築
に

関
す

る
図

面
 

(
1
0
)
 
夜

間
授

業
を
行
う

場
合

に
あ
つ
て

は
、

照
明

図
 

(
1
1
)
 
そ

の
他

知
事
が
必

要
と

認
め
る
書

類
 

注
 
添
付

書
類

の
(
5
)
か
ら

(
1
0
)
ま
で
は

、
位

置
変

更
の

場
合

に
添

付
す

る
こ

と
。

 

２
 
廃
止

の
場

合
 

(
1
)
 
廃
止

の
理

由
及
び
廃

止
予

定
年
月
日

を
記

載
し

た
書

類
 

(
2
)
 
教
職

員
、

生
徒
等
の

措
置

方
法
を
記

載
し

た
書

類
 

(
3
)
 
法
人

に
あ

つ
て
は
、

廃
止

に
関
す
る

決
議

録
 

(
4
)
 
そ
の

他
知

事
が
必
要

と
認

め
る
書
類

 

 第
2
6
号
様

式
の

２
 

（
略

）
 

第
2
6
号

様
式

 
（

略
）

 

 

第
3
0
号
様

式
（

第
1
1
条
関

係
）

 

生
徒
等
募

集
停

止
届

出
書

 

（
略
）

 

 
 
 
学

校
（

専
修
学
校

・
各

種
学
校
）

の
 

 
年

度
の

生
徒

等
の

募
集

を
停

止
し

た
い

の
で
、
新

潟
県

私
立
学
校

等
が

知
事
に
提

出
す

る
書

類
の

様
式

等
を

定
め

る
規

則
第

1
1
条

の

規
定
に
よ

り
、

関
係
書
類

を
添

え
て
届
け

出
ま

す
。

 

停
止

す
る

理
由

 
 

停
止

す
る

課
程

、
学

科
 
 

（
略
）

 

添
付
書
類

 

１
 
（
略

）
 

２
 
過
去

５
年

間
の
生
徒

等
の

収
容
状
況

を
記

載
し

た
書

類
 

第
3
0
号

様
式
（

第
1
1
条

関
係
）

 

生
徒
募
集

停
止

届
出
書

 

（
略

）
 

 
 

 
学

校
（

専
修

学
校
・
各

種
学
校
）
の

 
 
年
度
の

生
徒

募
集
を
停

止
し

た
い
の
で
、

新
潟

県
私

立
学

校
等

が
知

事
に

提
出
す
る

書
類

の
様
式
等

を
定

め
る
規
則

第
1
1
条
の
規
定

に

よ
り

、
関

係
書

類
を

添
え

て
届

け
出
ま
す

。
 

生
徒

募
集

を
停

止
す

る
理

由
 
 

生
徒

募
集

を
停

止
す

る
課

程
、

学
科

 
 

（
略

）
 

添
付

書
類

 

１
 
（

略
）

 

２
 
過

去
５

年
間

の
生
徒

の
収

容
状
況
を

記
載

し
た
書
類

 

３
 
（
略

）
 

３
 
（

略
）

 

附
則

 

（
施
行
期

日
）

 

１
 
こ

の
規
則

は
、
令
和

８
年

４
月
１
日

か
ら

施
行
す

る
。

 

（
経
過
措

置
）

 

２
 
こ

の
規
則

の
施
行
の

際
現

に
こ
の
規

則
に

よ
る
改

正
前

の
様

式
に

よ
り

提
出

さ
れ

て
い

る
書

類
は

、
こ

の
規

則
に

よ
る

改
正
後
の
様

式
に

よ
る
も
の

と
み

な
す
。

 



5 

 


